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    規     則 

和歌山県規則第59号 

和歌山県税規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和6年3月31日 

 和歌山県知事 岸 本 周 平  

和歌山県税規則の一部を改正する規則 

和歌山県税規則（昭和25年和歌山県規則第56号）の一部を次のように改正する。 

別記第1号の17様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 
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別記第2号様式から別記第2号の4の2様式までを次のように改める。 
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別記第2号の4様式（第13条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人の県民税の徴収取扱費計算書 

第   号   

年 月 日   

 

      県税事務所長 様 

市（町村）長            

 

 和歌山県税条例第30条第2項の規定により    年度の徴収取扱費の額を下記のとおり

算定したので送付します。 

 

記 

算 定 の 基 礎 算 定 額 

納 税 義 務 者 数 円×        人 円 

過誤納金の還付（充当）金額 

（ 歳 出 に よ る も の ） 

円 

円 

あ ん 分 率  

還 付 加 算 金 額 

円 

円 

あ ん 分 率  

納期前の納付に対する報奨金額 

円 

円 

あ ん 分 率  

配当割額又は株式等譲渡所得割

額の控除に伴う還付（充当）金額 
円 円 

合 計  ① 円 

既交付済額  ② 

（和歌山県税条例第30条第5項の規定により、交付すべき額に加算され、

又は減額された額を除く。） 

円 

要交付額（①－②） 円 
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別記第11号様式（その1）から（その4）までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    和歌山県報  号外（2） 令和 6年 3月 31 日（日曜日） 

－ 11 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    和歌山県報  号外（2） 令和 6年 3月 31 日（日曜日） 

－ 12 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    和歌山県報  号外（2） 令和 6年 3月 31 日（日曜日） 

－ 13 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    和歌山県報  号外（2） 令和 6年 3月 31 日（日曜日） 

－ 14 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    和歌山県報  号外（2） 令和 6年 3月 31 日（日曜日） 

－ 15 － 

別記第37号様式から別記第39号様式までを次のように改める。 
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別記第37号様式（第15条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (表) 

第    号    

  
徴 税 吏 員 証 票 

 

所属 

 職 

氏名 

年  月  日生 

年 月 日発行 

 

写 真 

 

貼 付 欄 

和 歌 山 県 印 

(裏) 

注 意 

 1 この証票は、県税の賦課徴収に関する調査のため、質問し、又は検査を行うときに携

帯するものとする。 

 2 この証票は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 3 この証票は、退職、転任等の場合に直ちに返納しなければならない。 
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別記第38号様式（第15条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (表) 

第    号    

  査 察 吏 員 証 票 

所属 

 職 

氏名 

年  月  日生 

年 月 日発行 

 

写 真 

 

貼 付 欄 

和 歌 山 県 印 

(裏) 

注 意 

 1 この証票は、県税に関する犯則事件の調査を行うときに携帯するものとする。 

 2 この証票は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 3 この証票は、退職、転任等の場合に直ちに返納しなければならない。 
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別記第39号様式（第15条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (表) 

第    号    

  
不 動 産 価 格 評 価 員 証 票 

所属 

 職 

氏名 

年  月  日生 

年 月 日発行 

 

写 真 

 

貼 付 欄 

和 歌 山 県 印 

(裏) 

注 意 

 1 この証票は、不動産取得税に関する不動産の価格を評価するため、質問し、又は検査

を行うときに携帯するものとする。 

 2 この証票は関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 3 この証票は、退職、転任等の場合に直ちに返納しなければならない。 
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。 

（個人の県民税に関する経過措置） 

2 この規則による改正後の和歌山県税規則別記第1号の17様式及び別記第2号様式から別記第2号の4の2様

式までは、令和6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和5年度分までの個人の県民税に

ついては、なお従前の例による。 

（従前の様式による用紙） 

3 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。 
 

    訓     令 

和歌山県訓令第19号 

総 務 部 

県税事務所 

和歌山県税規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和6年3月31日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

和歌山県税規程の一部を改正する訓令 

和歌山県税規程（昭和29年和歌山県訓令第162号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

（納期限後に申告納入し、若しくは申告納付し （納期限後に申告納入し、若しくは申告納付し
、又は納付する県税に係る延滞金額の減免の基 、又は納付する県税に係る延滞金額の減免の基
準） 準）

第13条 法第64条第 4 項、第71条の13第 2 項、第 第13条 法第64条第 4 項、第71条の13第 2 項、第
71条の34第 2 項、第71条の54第 2 項、第72条の 71条の34第 2 項、第71条の54第 2 項、第72条の
45第 4 項、第72条の53第 2 項、第73条の32第 2 45第 4 項、第72条の53第 2 項、第73条の32第 2
項、第74条の22第 3 項、第89条第 2 項、第1 4 4 項、第74条の22第 3 項、第89条第 2 項、第1 4 4
条の46第 2 項、第1 7 0条第 2 項、第1 7 7条の18 条の46第 2 項、第1 7 0条第 2 項、第1 7 7条の18
第 3 項、第1 9 6条第 2 項及び第7 0 0条の63第 2 第 3 項、第1 9 6条第 2 項及び第7 0 0条の63第 2
項の規定により、延滞金額を減免する場合は、 項の規定により、延滞金額を減免する場合は、
次の基準によらなければならない。 次の基準によらなければならない。

・ 略 ・ 略(１) (２) (１) (２)
納税者又は特別徴収義務者の責めに帰する(３)

ことができない特別の事情がある場合におい
て、知事が延滞金額の減免を必要とすると認
めるとき その必要があると知事が認める額

（個人の県民税、個人の市町村民税及び森林環 （個人の県民税及び市町村民税につき市町村長
境税につき市町村長に対する徴収及び滞納処分 に対する徴収及び滞納処分の状況の通知）
の状況の通知）

第17条 法第7 3 9条の 5 第 7 項の規定により市町 第17条 法第48条第 7 項の規定により市町村長に
村長に対してする徴収及び滞納処分の状況の通 対してする徴収及び滞納処分の状況の通知は、
知は、個人の県民税、個人の市町村民税及び森 個人の県民税及び市町村民税に係る徴収金の徴
林環境税に係る徴収金の徴収及び滞納処分の状 収及び滞納処分の状況通知書により次に掲げる
況通知書により次に掲げる事項を通知しなけれ 事項を通知しなければならない。
ばならない。

・ 略 ・ 略(１) (２) (１) (２)

第23条及び第24条 削除 第23条 削除

（個人の県民税滞納整理票）
第24条 県税事務所の長は、個人の県民税の滞納

処分をする前に個人の県民税滞納整理票を作成
しなければならない。ただし、歳入徴収者が事
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別記第16号様式中「及び市町村民税」を「、個人の市町村民税及び森林環境税」に改める。 

別記第23号様式を次のように改める。 

別記第23号様式 削除 

附 則 

（施行期日） 

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。 

（従前の様式による用紙） 

2 この訓令による改正前の和歌山県税規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用する

ことができる。 

 

和歌山県訓令第20号 

総 務 部 

県税事務所 

和歌山県税収入事務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和6年3月31日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

和歌山県税収入事務規程の一部を改正する訓令 

和歌山県税収入事務規程（昭和39年和歌山県訓令第16号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。 

務上支障がないと判断した場合には、個人の県
民税滞納整理票の作成を省略することができる
。

（様式等） （様式等）
第25条 この規程により、県税事務所の長が整理 第25条 この規程により、県税事務所の長が整理

する帳簿、通知書、報告書等の書類（その作成 する帳簿、通知書、報告書等の書類（その作成
又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存が 又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存が
されている場合における当該電磁的記録を含む されている場合における当該電磁的記録を含む
。次項において「帳簿等」という。）で次に掲 。次項において「帳簿等」という。）で次に掲
げるものの様式は、当該各号に定めるところに げるものの様式は、当該各号に定めるところに
よる。 よる。

～ 略 ～ 略(１) (15) (１) (15)
個人の県民税、個人の市町村民税及び森林 個人の県民税及び市町村民税に係る徴収金(16) (16)

環境税に係る徴収金の徴収及び滞納処分の状 の徴収及び滞納処分の状況通知書 別記第16
況通知書 別記第16号様式 号様式
～ 略 ～ 略(17) (22) (17) (22)

削除 個人の県民税滞納整理票 別記第23号様式(23) (23)
～ 略 ～ 略(24) (31) (24) (31)

2 略 2 略

改 正 後 改 正 前

（納付場所） （納付場所）
第15条 歳入徴収者は、納税通知書等を発する場 第15条 歳入徴収者は、納税通知書等を発する場

合若しくは納付書を送付する場合又は公示送達 合若しくは納付書を送付する場合又は公示送達
等の方法によって納税の告知をする場合におい 等の方法によって納税の告知をする場合におい
ては、出納員若しくは収納員、指定金融機関等 ては、出納員若しくは収納員、指定金融機関等
又は地方自治法第2 4 3条の 2 第 2 項に規定する 又は令第1 5 8条の 2 第 1 項の規定により県税の
指定公金事務取扱者を納付場所としなければな 収納事務の委託を受けた者を納付場所としなけ
らない。 ればならない。
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（納付場所に関する経過措置） 

2 この訓令による改正後の和歌山県税収入事務規程第15条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律

（令和5年法律第19号）附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされているこの訓令の施

行の日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務を行わせている者（同法による改正後の地

方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。）を納付場所と

する取扱いについては、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。 
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